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�愛媛県告示第９５４号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年１０月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

大 野 則 男 愛媛県松山市庄甲１９
７番地３

愛媛県松山市庄甲３３
４番地１ほか３筆 ２，１８４

国 広 一 義 愛媛県松山市高田甲
９０３番地１

愛媛県松山市高田甲
１０８７番ほか４筆 ３，７９９

農事組合法人
八反地営農組合

愛媛県松山市八反地
甲２２８番地１

愛媛県松山市八反地
甲１７４２番ほか５筆 ４，５８７

田 中 成 典
愛媛県松山市鴨川三
丁目１番１号ハイカ
ルーム鴨川Ａ２０３

愛媛県松山市安城寺
町８０３番ほか３筆 ９１４．３

吉 山 毅 愛媛県松山市安城寺
町１０８０番地１

愛媛県松山市太山寺
町甲６４７番１ほか３
筆

１，６９３

２ 申請年月日

平成３０年９月２６日

�愛媛県告示第９５５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１０月９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛県告示第９５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１０月９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

発 行 愛 媛 県
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検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第８号

平成３０年９月４日
伊予郡松前町大字神崎字横田６５７番１

香川県高松市伏石町２０８１番地１
伏石パークアベニュー２０２号
西 岡 慎 一
西 岡 浩 子

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第９号

平成３０年９月１３日
伊予市米湊字中ノ町９０６番３、９０７番１

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社 亀岡

毎週（火・金）曜日発行 第３０１７号 平成３０年１０月９日

平成３０年１０月９日火曜日 第３０１７号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第９５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年１０月９日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

�愛媛海区漁業調整委員会告示第１号
海区漁業調整委員会公文書の管理に関する規程を次のように定める。

平成３０年１０月９日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

海区漁業調整委員会公文書の管理に関する規程

海区漁業調整委員会が保有する公文書の管理については、愛媛県文書管理規程（平成４年３月２４日訓令第１号）の規程の例による。

附 則

この規程は、告示の日から施行し、平成３０年１０月１日から適用する。

�愛媛県内水面漁場管理委員会告示第１号
内水面漁場管理委員会公文書の管理に関する規程を次のように定める。

平成３０年１０月９日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

内水面漁場管理委員会公文書の管理に関する規程

内水面漁場管理委員会が保有する公文書の管理については、愛媛県文書管理規程（平成４年３月２４日訓令第１号）の規程の例による。

附 則

この規程は、告示の日から施行し、平成３０年１０月１日から適用する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第１０号

平成３０年９月２５日
伊予郡松前町大字鶴吉字西之前５４２番１、５４２番２

松山市北土居４丁目１１番２７－１号

上 本 達 也

平成３０年１０月９日 発行

愛 媛 県 報平成３０年１０月９日 第３０１７号

８９０


